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2006 年 9 月から 10 月にかけて実施した事前調査により、中米各国の防災分野に係る調査

をおこない、中米各国政府からの協力要請内容を踏まえてプロジェクトの基本計画案を策

定したうえで、中米各国の政府代表者と協議・合意形成した。合意内容は事前調査ミニッ

ツ（M/M）としてとりまとめ、日本側と中米側関係機関との間で署名した。事前調査団の帰

国後、事前調査により策定したプロジェクトの基本計画案について、事前評価をおこなっ

た結果、プロジェクト実施の妥当性が高いことを確認した。事前評価の結果は事前評価表

にとりまとめた（付属資料１：事業事前評価表を参照）。 

これを受けて、中米各国の在外事務所を通じて、各国のプロジェクト関係機関及び  

CEPREDENAC 事務局と協議をおこない、プロジェクト実施にあたって双方の取るべき措置を

定めた討議議事録（R/D）（付属資料２参照）を各国においてそれぞれ関係機関と署名し、

また CEPREDENAC 事務局とは各国の R/D と同様の内容を記載したミニッツ（M/M）（付属資料

３参照）を作成して双方で署名をおこなった。プロジェクトの協力対象 5 カ国との R/D、及

び CEPREDENAC 事務局との M/M の署名は、2007 年 5 月 30 日までに全て完了し、同日 2007 年

5 月 30 日から 5 年間の協力期間が開始された。 

事前調査からプロジェクトが開始されるまでの間、中米各国政府の人員交替などの状況

の変化や JICA 内部におけるプロジェクト基本計画の詳細な検討に伴い、事前調査で策定し

たプロジェクトの基本計画にいくつかの変更を加えることとなった。或いは、R/D 及びミニ

ッツ署名の時点では変更しないものの、協力開始後にさらに協議を継続したうえで計画変

更を検討すべき事項が特定された。以下、主要な変更の内容と継続協議を要する点につい

て記述する。 

 

１．プロジェクトの実施期間 

事前調査で署名したミニッツでは、プロジェクトの協力予定期間を 2007 年 4 月 1 日から

2012 年 3 月 31 日までの 5 年間と設定されていた。しかしながら、JICA 内部での詳細な計

画検討、並びに中米 5 カ国の関係機関及び CEPREDENAC 事務局との調整に時間を要したため、

協力開始時期が約 2 ヶ月遅れ、2007 年 5 月 30 日から 5 年間となった。 

 

２．中米側のプロジェクト実施体制 

事前調査における合意に基づき、CEPREDENAC 事務局からプロジェクト・ダイレクターを、

協力対象 5 カ国の実施機関からプロジェクト・マネージャーを各 1 名ずつ指名することと

なり、プロジェクト・ダイレクターに CEPREDENAC 事務局長が、プロジェクト・マネージャ

ーに各国の国家防災機関の長が就任することとなった。しかしながら、本来は各国防災機

関長により構成される CEPREDENAC 理事会の調整役である CEPREDENAC 事務局長が、

CEPREDENAC 理事会のメンバーである各国防災機関長より上位の職位に就くのは不適切であ

るというコメントがいくつかの国の国家防災機関長から出された。 

しかしながら、この問題については短期間での調整が困難であると判断されたため、プ

ロジェクト開始後の適当な時期に実施体制を見直すことを条件に、上記にて提案どおりの

実施体制として R/D 及びミニッツの署名を進めることで関係者が合意した。 

事前調査の合意によれば、中米側の合同調整委員会メンバーとして、CEPREDENAC 事務局

から選出されるプロジェクト・ダイレクターの他、プロジェクト代表者 2 名を各国の窓口
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担当者の中から選出することとしていた。しかしながら、全ての参加国の代表が合同調整

委員会に参加し、プロジェクトの進捗状況に関する情報を共有しプロジェクトの運営に参

画することが、中米域内におけるプロジェクトの成果普及促進に重要であると、その後の

検討・協議の過程において判断されたことから、各国のプロジェクト・マネージャーを合

同調整委員会のメンバーとすることとした。 

 

３．プロジェクトの枠組み 

事前調査で合意されたプロジェクトの枠組み（上位目標、プロジェクト目標、成果、活

動の構成）は、実施協議を経て R/D の署名に至る過程で若干の変更が加えられた。主要な

変更内容は以下のとおりである。 

（１）上位目標 

事前調査で合意した上位目標は、「中米域内の防災に係る情報・知見・方法論が、中米

域内の異なる地域間で共有され、活用される」であった。しかし、本件プロジェクトは

防災一般を扱うものではなく、コミュニティ及び市町村レベルの地方自治体の防災力強

化（これを本プロジェクトでは「コミュニティ防災」と定義する）に焦点を当てている。

中央政府防災関係機関、防災研究機関、地域防災機関に対する支援も、コミュニティ防

災を促進・支援する能力の開発を目的としている。従って、上位目標を、防災一般では

なく「コミュニティ防災にかかる情報、経験、手法等が、中米域内の異なる地域間で共

有され、活用される」と修正した。 

なお、R/D に記載した「コミュニティ防災」の英文は、事前調査で合意されたプロジェ

クトの枠組みの成果４（Output 4）に登場する「local disaster risk management」と

いう語句を対応させた。 

 

（２）プロジェクト目標 

事前調査で合意した上位目標は、「対象地域においてコミュニティおよび市政府当局の

防災に関する能力が強化され、その知見が蓄積・交換されるようになる」であった。し

かし、これでは中央政府防災関係機関、防災研究機関、地域防災機関（CEPREDENAC）が

コミュニティ防災を適切に支援できるようになるためにプロジェクトで取組む能力開発

が、プロジェクト目標と整合しない印象を与える。従って、プロジェクト目標を「対象

コミュニティ及び対象自治体の防災能力が向上するとともに、各国防災関連機関、及び

CEPREDENAC 調整事務局のコミュニティ防災を推進する能力が強化される」に変更した。 

なお、変更前のプロジェクト目標に含まれていた「その知見が蓄積・交換されるよう

になる」という部分は、変更後のプロジェクト目標の「各国防災関連機関、及び CEPREDENAC

調整事務局のコミュニティ防災を推進する能力が強化される」の一部として含まれると

解釈している。すなわち、コミュニティ防災に係る知見の蓄積・交換を、各国防災関連

機関、及び CEPREDENAC 調整事務局に求められる能力の一部と見なしている。 

 

（３）成果 

事前調査で設定した５つの成果について、R/D においては表現に多少の変更が加えられ

たものの、その意味する内容については変更されていない。 
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（４）活動 

事前調査で設定した活動内容と比較し、R/D に記載された活動内容は、文章表現や活動

の順序の変更、記載内容の具体化などに伴う変更が加えられているものの、本質的な内

容の変更はおこなわれていない。 

 

４．各国における協力対象サイトの選定 

事前調査での合意では、各国における協力対象サイトの選定を、協力開始までに完了し

ておくこととなっていたが、いくつかの国では協力対象サイトの選定が難航した。しかし

ながら、これらの国のサイト選定が終了するまで協力開始を待つこととした場合、既に協

力対象サイトの選定が終了している国が不利益を受けることになるため、サイト選定が終

了していない国は、協力開始後 5 ヶ月間程度の間にサイト選定をおこなうこととして、協

力を開始した。 

また、事前調査時には、協力対象サイトの数は各国につき最大 5 カ所までとしていたが、

各国の状況によって事業実施のペースが異なるため、一律に 5 カ所までと規定することが

必ずしも適切ではないとの意見が表明された。そこで、協力対象サイト数については、各

国実施機関のキャパシティーに応じて柔軟に検討し設定することとした。 
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付属資料１ 事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 
作成日：平成 19 年 3 月 27 日 

担当：地球環境部第三グループ防災チーム 

１．案件名：中米広域 防災能力向上プロジェクト：“BOSAI” 

 

２．協力概要 

（１） プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 

本プロジェクトは、中米６カ国1（グアテマラ、ホンジュラス、エルサルバドル、ニカラグア、

コスタリカ、パナマ）を対象とした広域プロジェクトである。本プロジェクトでは、各国数箇

所のコミュニティ（以下「対象コミュニティ」）を選定し、コミュニティ防災活動を行うことに

より、対象コミュニティとそれを管轄する市町村（以下「対象自治体」）の防災能力の向上を図

ることと、その過程で得られた経験・知見を活用することにより、各国防災関連機関及び中米

防災センター（CEPREDENAC2）がコミュニティ防災3を推進する能力を向上させることを目的

とする。 

（２） 協力期間 

2007 年 4 月から 2012 年 3 月（5 年間） 

（３） 協力総額（日本側） 約 3.75 億円 

（４） 協力相手機関 

CEPREDENAC 調整事務局、コスタリカ国家災害対策緊急委員会（CNE）、ホンジュラス

災害対策常設委員会（COPECO）、エルサルバドル市民防災局(Civil Protection)、グアテ

マラ国家防災調整局（CONRED）、パナマ内務省市民防災機構(SINAPROC) 、ニカラグ

ア国家防災機構（SINAPRED）など 

（５） 国内協力機関：内閣府、国土交通省、アジア防災センター、人と防災未来センター 

（６） 裨益対象者及び規模、等：  

対象コミュニティの住民および組織、対象自治体防災関係者、国レベル防災関連機関、

ならびに CEPREDENAC 調整事務局 

 

３．協力の必要性・位置付け 

（１） 現状及び問題点 

中米地域では、風水害、土砂災害、地震、火山災害など共通した自然災害のリスクを抱え、

これら自然災害による人的・経済的損害が同地域の開発にとって大きな阻害要因となっている。

                                                  
1
 プロジェクト開始当初はニカラグアを除く５カ国を対象とし、ニカラグアは協力期間の途中から参加する見込

みである。 
2
 中米防災センター（CEPREDENAC）は、中米統合機構（SICA）の下に設置された中米域内防災機関であり、セン

ターの最高意思決定機能を持つ代表審議会は、主として各国の防災行政に責任をもつ国家防災責任機関、すなわ

ちコスタリカ国家災害対策緊急委員会（CNE）、ホンジュラス災害対策常設委員会（COPECO）、エルサルバドル市民

防災局(Civil Protection)、グアテマラ国家防災調整局（CONRED）、パナマ内務省防災局(SINAPROC) 、ニカラグ

ア国家防災委員会（SINAPRED）によって構成される。 
3 「コミュニティ防災」は、本文書においてはコミュニティと市町村レベルの自治体による災害予防、応急対応、

復旧への取組みという意味で用いる。 
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かかる状況に対処するため、中米 6 カ国は、災害に強い社会を共に築くことを目的として、1993

年に中米統合機構（SICA）傘下の防災専門機関として中米防災センター（CEPREDENAC）を創

設した。1998 年に中米地域に甚大な被害をもたらしたハリケーン「ミッチ」の後、中米諸国は

国家レベルの防災体制を整えてきたが、今後防災の更なる推進のためには、地方自治体及びコ

ミュニティレベルにおける防災力向上が必要である。このような背景の下、中米各国は 2005 年

に我が国に対し、コミュニティ、地方レベルの防災能力向上に重点を置いた技術協力を要請し

てきた。 

 

（２） 相手国政府国家政策上の位置付け 

 中米統合機構では、中米地域において最も上位の防災政策となる「中米防災 10 ヵ年計画（Plan 

Regional de Reducción de Desastre: PRRD 2006-2015）」の策定作業が現在行われている。これは 6

カ国の大統領が災害に強い社会づくりへの決意を表明した「グアテマラ宣言（1999 年）」に続き

策定された「中米防災 5 ヵ年計画（2000-2004）」の後継の計画である。同 10 ヵ年計画では、コ

ミュニティレベルでの防災力強化、防災分野の人材育成の促進、防災が考慮された地域（市町

村）開発計画の策定などが記載される予定であり、本プロジェクトの内容と合致する。 

 

（３）他国機関の関連事業との整合性 

 コミュニティ防災については、中米域内でドイツ技術協力公社（GTZ）、国際赤十字等が事業

経験を有している。これら機関の協力はコミュニティに対して直接的に防災力向上の支援を行

う草の根型の活動を中心としたものである。本プロジェクトは、上記機関がプロジェクトを実

施していないコミュニティにおいて防災活動を行い、それを管轄する市町村も含めた防災力の

向上と、その過程で得られた知見を活用することにより、各国防災関連機関や CEPREDENAC

の能力向上を目指すものであり、上記機関の活動とは重複しない。 

また、米州開発銀行は、本件プロジェクトの成果を活用し、それを面的に拡大するための事

業形成を計画していることから、本プロジェクトの実施に関し緊密に協議している。また、防

災関連基金の新設を計画している世界銀行とも、当方プロジェクトの成果普及段階における連

携を念頭に情報交換、協議を行っている。 

 

（４）我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置付け（プログラムにおける位

置付け） 

2005 年 7 月策定の JICA 中米・カリブ地域事業実施方針において、防災分野は教育、保健医

療などとともに対中米地域協力の重点分野のひとつであり、本プロジェクトは当該方針に沿っ

て実施するものである。 

 

４．協力の枠組み 

プロジェクト目標である「対象コミュニティ及び対象自治体の防災能力の向上と、各国防災

関連機関及び CEPREDENAC 調整事務局のコミュニティ防災を推進する能力の強化」を達成す

るため、以下の活動を行う。 
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① 対象コミュニティにおいてハザードマップ作成や早期警報システム構築等の防災活動を

実施することより、対象コミュニティにおける防災体制の強化を図る。 

② 対象コミュニティにおいて防災マニュアルの作成、防災啓発活動、及び避難訓練等を行

うことにより、対象コミュニティにおける防災知識の向上を図る。 

③ 対象自治体の防災担当者が本邦研修に参加し、自治体の防災計画に関するアクションプ

ランを策定し、自治体管理者に対するセミナーを行うことにより、同アクションプラン

に示される防災の目標、施策、具体的活動を自治体の開発計画に取り入れることを目指

す。 

④ 各国防災関連機関及び CEPREDENAC 調整事務局の職員が本邦研修及び第三国研修に参

加し、上記①②の活動において得られる知見をデータベースとして蓄積・活用すること

により、これら機関がコミュニティ防災を推進する能力が強化されることを目指す。 

⑤ CEPREDENAC 調整事務局及び各国防災関連機関が中心となって、本プロジェクトの成果

やコミュニティ防災に関する情報共有を図ることにより、コミュニティ防災に係る情報、

経験、手法等を広く普及する体制が構築されることを目指す。 

 

〔主な項目〕 

（１） 協力の目標（アウトカム） 

① 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 

「対象コミュニティ及び対象自治体の防災能力が向上するとともに、各国防災関連機関、

及び CEPREDENAC 調整事務局のコミュニティ防災を推進する能力が強化される。」 

＜指標・目標値＞ 

• 対象コミュニティの自然災害に対する脆弱性の減少 

• 対象自治体の災害管理能力の向上 

• 各国防災関連機関及び CEPREDENAC 調整事務局のコミュニティ防災に関する意識・知

識の向上 

 

② 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

「コミュニティ防災にかかる情報、経験、手法等が、中米域内の異なる地域間で共有され、

活用される」 

＜指標・目標値＞ 

• 中米域内のコミュニティ及び自治体における、本プロジェクトの成果を活用した防災へ

の取組み事例 

 
注：下線部の活動・指標に関しては、本邦研修、第三国研修および CEPREDENAC への専門家派遣（プログラム・コーディネ

ーター）に関係するコンポーネントである。これらのコンポーネントはプロジェクト外の投入および活動であり、本プ

ロジェクトではコントロールできない。したがって、本プロジェクトを評価する際には、これらの下線部を除いた部分

について評価調査を実施する。 

 

（２） 成果（アウトプット）と活動 

① アウトプット 1：住民、住民組織及び自治体の協同により、対象コミュニティにおける
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防災体制が強化される。 

＜活動＞ 

・対象コミュニティにおいて、防災活動グループを確立する。 

・対象コミュニティにおいて、コミュニティ主導で災害リスクアセスメントを実施する。

・対象コミュニティにおいて、ハザードマップを作成する。 

・対象コミュニティにおいて、適切な早期警報システムを構築する。 

・上記対象コミュニティの活動を踏まえ、地方自治体において、防災計画（事前対策と事

後対策）を策定する。 

・上記活動を JICA 研修事業の帰国研修員、地方自治体、国レベルの防災担当者と協力、情

報交換しつつ実施する。 

・活動プロセスを記録、文書化する。 

＜指標・目標値＞ 

• ハザード・マップの完成度向上 

• 早期警報システムの機能改善 

• コミュニティ・グループの成熟度向上 

 

② アウトプット 2：対象コミュニティにおける防災知識が向上する。 

＜活動＞ 

・対象コミュニティにおいて、防災マニュアルを策定する。 

・対象コミュニティにおいて、防災マニュアルを活用して参加型ワークショップを開催す

る。 

・対象コミュニティにおいて、防災マニュアルを活用して学校教師や児童への防災啓発活

動を行う。 

・対象コミュニティにおいて、定期的に避難訓練を行う。 

・プロジェクト活動の進捗を半年ごとにモニタリングし、その結果を各国防災関連機関及

び CEPREDENAC 調整事務局の代表者から成る合同調整委員会で報告する。 

・対象コミュニティの住民、対象自治体担当者及びコミュニティ組織に対してプロジェク

ト活動の結果を発表する。 

＜指標・目標値＞ 

• 各コミュニティでのワークショップ開催数・参加者数の増加 

• 住民による十分な防災知識の習得 

• 各学校での防災教育実施数・参加者数の増加 

• 児童による十分な防災知識の習得 

• 避難訓練の実施回数・参加者数の増加 

 

③ アウトプット 3：対象自治体において防災計画実施のためのアクションプランが策定さ

れ、それに含まれる防災の目標、施策、具体的活動などが対象自治体の開発計画に含ま

れるようになる。 
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＜活動＞ 

・対象自治体の防災担当者が本邦研修「中米防災対策」に参加する。 

・対象自治体の防災担当者は、自治体管理者と国家防災機関と協力し、自治体の防災計画の

アクションプランを策定する。 

・対象自治体の管理者を対象として、自治体の防災計画のアクションプランに示された防災

の視点を開発計画に導入するためのセミナー、ワークショップを、帰国研修員を活用しつ

つ、開催する。 

＜指標・目標値＞ 

• 対象自治体の開発計画に防災への配慮が反映される。 

 

④ アウトプット 4：中米各国における国の防災関連機関および CEPREDENAC 調整事務局

において、コミュニティ防災を推進する能力が強化される。 

＜活動＞ 

・各国防災関連機関及び CEPREDENAC 調整事務局のスタッフが、本邦研修「中米防災対策」

及びメキシコでの第三国研修「市民安全と防災」に参加する。 

・各国防災関連機関及び CEPREDENAC 調整事務局が、データの分析者向け研修に関する実

施計画を策定し、研修を実施する。 

・本プロジェクトの進捗状況、結果、教訓等の情報・データを管理するためのソフトウェア

を作成・改善する。 

・本プロジェクトに関する情報・データを取り纏め、上記のソフトウェアに入力し、データ

ベースを構築する。 

・各国防災関連機関が CEPREDENAC 調整事務局と協力し、上記データベースに集積された

情報を活用し、防災実務者の執務参考資料としてコミュニティ防災の取組み実績・事例を

盛り込んだ防災白書を作成する。 

＜指標・目標値＞ 

• 各国での各種防災関連データの的確な記録 

• 各プロジェクトサイトでの取り組み結果の整理 

• 関係する国の防災関連機関、CEPREDENAC 調整事務局のコミュニティ防災に対する理

解・意識の向上、及びその推進に必要な知識の増加 

 

⑤ アウトプット 5：コミュニティ防災に係る情報、経験、手法を普及する体制が構築され

る。 

＜活動＞ 

・JICA 研修事業に参加した帰国研修員の同窓ネットワークを強化するため、メーリング・

リスト作成、技術交換セミナーをおこなう。 

・CEPREDENAC 調整事務局及び各国防災関連機関が主導して、実務者間のコミュニティ防

災に関する知識や教訓の交換・共有のために中米地域防災会議4を開催する。 

                                                  
4 CEPREDENAC及び各国防災機関が主な構成員であり、パイロットプロジェクト実施自治体からの報告等を基に議論する。 
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・CEPREDENAC 理事会（毎月開催）の場を利用し、年に一回程度、各国の国家防災機関の

代表者に対して、プロジェクトの成果を説明する。 

・プロジェクトの優良事例を集めたパンフレットを各国の主な自治体の防災関係者に配布す

る。 

・CEPREDENAC 及び各国防災関連機関は、アウトプット 2 で作成した防災マニュアルを、

サンプルとしてパイロット・サイト近隣の自治体及びコミュニティに配布するとともに、

同様のマニュアルの作成方法やマニュアルを活用してのコミュニティ防災の実施方法を

説明する。 

・アウトプット 4 における活動で構築したコミュニティ防災実施に関するデータベースをイ

ンターネットで公開する。 

＜指標・目標値＞ 

• 中米地域防災会議の参加者数・発表件数の増加 

• プロジェクト対象地域近隣のコミュニティでのマニュアル、データベースに関する説明

会の増加 

 

（３） 投入（インプット） 

① 日本国側（総額約 3.75 億円） 

1) 長期専門家：チーフ･アドバイザー、コミュニティ防災（2 名） 

2) 短期専門家：流域・洪水管理、地震、地すべり、火山、津波など（延べ約 15 名）

3) 機材供与：通信機器、計測機器など 

4) 在外事業強化費：セミナー実施経費、ローカルコンサルタント、ローカルＮＧＯ活

用経費など 

5) 調査団：運営指導、中間評価など 

② 中米側 

1) カウンターパート 

プロジェクト・ディレクター：CEPREDENAC 調整事務局（1 名） 

プロジェクト・マネージャー：各国の国家防災責任機関（各国 1 名） 

カウンターパート：各国防災関連機関担当者 

2) プロジェクト実施に必要な執務室、施設設備などの提供 

3) 運営・経常費用 

電気、水道などの使用料 

 

（４） 外部要因（満たされるべき外部条件） 

1) 前提条件 

• 本プロジェクト実施に対する合意と協力が、各国の国家防災責任機関から得られ

る。 

2) アウトプット達成のための外部条件 

• 各機関で配置されている防災担当者が短期間で交代しない。 
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• 本邦研修及び第三国研修が予定どおり実施される。 

• CEPREDENAC 調整事務局により本プロジェクト及び上記研修の調整が円滑に行

われる。 

3) プロジェクト目標達成のための外部条件 

• 本邦研修、第三国研修およびワークショップを通じて育成された防災担当者が業

務を続ける。 

• プロジェクト活動を制限するような大規模な自然災害が中米域内で発生しない。 

4) 上位目標達成のための外部条件 

• 各国の国家防災責任機関および対象自治体は、本プロジェクトに対するコミット

メント（予算、人材配置など）を継続する。 

5) 上位目標を継続するための外部条件 

• 中米各国における国家防災計画および中米防災 10 ヵ年計画（PRRD）の内容が大

幅に変更されない。 

５．評価 5 項目による評価結果 

以下の観点から評価した結果、協力の実施は適切と判断される。 

（１） 妥当性 

• 日本政府が、ODA による防災分野協力の方針を示した「防災協力イニシアティブ」には、政

策協議、セミナーの開催、啓発活動などを通じて、防災の重要性に関する開発途上国の意識向

上を支援するとともに、防災の普及・定着を図ることが明記されている。また、地方自治体に

対して、災害予防に関する計画の立案、組織能力の強化などを図るための協力を推進すること

が記されている。以上のように、本プロジェクトの内容は、日本政府の基本方針と合致する。

• 本プロジェクトは中米防災 10 ヵ年計画に掲げる目標の達成に資するものであり、協力の妥当

性は高いと言える。 

（２） 有効性 

• 本プロジェクトは、プロジェクト専門家や国家防災機関が、対象コミュニティ及び自治体を指

導し、コミュニティ防災を展開し、また、それらの活動により得られた知見を国家防災機関や

CEPREDENAC が取りまとめ、各国で共有し、コミュニティ防災を広く推進するという構成で

あり、対象コミュニティや自治体の防災能力向上及びコミュニティ防災の普及に有効であると

判断される。 

• 対象 6 カ国では、既に防災分野の本邦研修や第三国研修が行われており、また、CEPREDENAC

には専門家が派遣されていることから、プロジェクトを実施する素地が形成されている。 

（３） 効率性 

• 本件は広域協力として実施されることで、それぞれの国に個別に防災協力を行うのではなく、

日本からの投入を域内各国で共有することができる。また、域内各国の防災の経験・知見を生

かして域内のリソースを活用した相互協力が行われることから、効率的な事業運営が可能であ

る。 

• 本件では、中米各国及び近隣諸国の大学・研究機関、ローカルコンサルタント等、現地の人的・
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知的資源を積極的に活用して、日本からの投入を抑え、費用対効果の高い事業実施を計画して

いる。さらに、JICA の帰国研修員のネットワークを効果的に活用することにより、プロジェ

クト活動を通じて得られた知見・情報を域内での共有するための活動を効率的に実施できる。

（４） インパクト 

• 本プロジェクトでは、現場での活動を通じて得られたコミュニティレベルにおける防災能力向

上に係る知見を、CEPREDENAC 調整事務局が中心となってデータベースや防災マニュアルと

して取りまとめ、提供する他、中米地域防災会議を開催することにより、対象 6 カ国間で共有

する計画である。このため、将来より多くのコミュニティで防災能力向上活動を推進すること

が見込まれる。 

（５） 自立発展性 

• 本プロジェクトが取り組むコミュニティ防災は、中米 6 カ国政府の「災害に強い社会づくり」

を目指す明確な方針に支えられており、また本協力が推進する中米 6 カ国間の相互協力は、

CEPREDENAC を核として既に構築された防災分野における域内協力の枠組みを活用し、これ

を強化するものである。従って、本プロジェクトが志向する中米域内各国の相互協力を通じた

コミュニティ防災の推進が、プロジェクト終了後も上記方針と確立された実施体制を背景に、

自立的に発展していく可能性が高いと判断される。 

 

６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 

河川流域内の洪水危険度の高い地域や、地すべり・崩壊の危険性の高い斜面及び斜面下方の

自然災害のリスクが高い場所に貧困層が多く居住することから、本プロジェクトは、貧困層の

救済及び貧困削減に資する協力であると言える。 

 

７．過去の類似案件からの教訓の活用 

ニカラグア国「ビジャヌエバ市自然災害脆弱性軽減およびコミュニティ農村開発支援プロジ

ェクト」においては、コミュニティの防災力強化を図りこれを定着・持続させてゆくため、コ

ミュニティのリーダーを育成することに重点を置いている。本プロジェクトのコミュニティ防

災活動においてもリーダー育成に留意した取り組みを行っていく予定である。 

 

８．今後の評価計画 

   2009 年 12 月頃 中間評価調査団派遣予定 

   2011 年 12 月頃 終了時評価調査団派遣予定 
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２－１ コスタリカ 

２－２ エル・サルバドル 

２－３ グアテマラ 

２－４ ホンジュラス 

２－５ パナマ 
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